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一般 質 問発 言 通 告 書

令 和 8年 5月 28日
午省狂3時 ょ二分 受 付
(通告書 台 枚)No.1

下記の事項について、質問したいので通告します。

令不日8年 5月 28日

つくば市議会議長 様

2生巳立議会議員  小森谷 さやか

※ 一般質問を行 うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4の とおり、
通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるようお願いします。

質 問 事 項 要 』
ロ 答 弁 者

1 データセンター
に関する諸課題
の対応について

AIやクラウド需要の急拡大に伴い、データセン

タィの建設計画が各地で示されていますが、建築

基準法上の用途区分が存在 しないため立地規制

が生じず、地域住民との紛争が起きているところ

もあります。そのような衝突を避けるため、業界

団体 (日 本デ∵タセンター協会)は本年 5月 に「デ
ータセンター地域共生ガイ ドライン」を公表し、

事業者に対 して地域住民との丁寧な対話を進め

るよう求める姿勢を示 しました。

一方、地方自治体自らがデータセンターを独立

した用途として定義し、立地を規制する独自の条

例作 りを行 うところも出てきました。

この件に関し、本市の取組を以下伺います。

(1)(仮称)グ ッドマンジャパンビジネスパー

クつくばPR」に建築予定のデータセンターに

ついて、事前の地元説明の実施状況として、

市が報告を受けているものの概要

(2)今後の地域住民への説明機会の確保につ

いての市の考え

(3)当該用地における緑化基準等の地区計画

(4)地域共生や環境配慮を図る視点から、つく
ば市独 自のガイ ドラインを整備する考えはあ

るか

市長

担当部長



つ くば市議会議 員 小 さやか  No.  2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

2 RSウ イルス母子
免疫 ワクチンの リ

スクについて

RSウイルスは、2歳までにほぼ全員が一度は感

する、ごくありふれたウイルスです。急性の

吸器感染症で、年齢を問わず何度も感染を繰 り

しますが、初回感染時、特に生後 6か月以内に感
した場合には細気管支炎や肺炎など重症化

ることがあります。

遺伝子組換えRSウ イルスフクチンであるア

リスボは、妊婦に接種することで、母体内で作ら

れた抗体を、胎盤を通じて胎児に移行させ、産ま

れた乳児をRSウ イルスを原因とする下気道疾

から予防することを目的にしています。
「生後すぐの赤ちゃんを守ること」を主目的

えた初のフクチンで、作用機序も新 しく、こ

までわが国で同様の作用機序のフクチンが定期

化されたことはありません。

問題は、このフクチン承認の根拠となつた国際

同第Ⅲ相試験の部分解析において、在胎28～ 32

未満の集団で早産のリスクが示されたことで

。アメリカとフランスはこの部分解析のほか、

数の試験結果から当該週数の妊婦を対象から

しましたが、日本では外 しておらず、そのリス

クが軽視 されている状況だとの指摘の声があり

ます。

ワクチンは健康な人間に接種するものである

上、その リスクは最小限でなければなりま

ん。新 しい命をお腹に宿す妊婦 と、赤ちゃん

かに産まれてくることを望む全ての御家族の

ために、以下伺います。

(1)接種者数の見込みと予算額、現在までの

種者数の推移

(2)接種対象者への勧奨方法

(3)RSウイル沐母子免疫ワクチンのリスクを

どのように捉え、周知しているか

市長

担当部長



質 問 事 項 要 』
ロ 答 弁者

3 つ くば市の生物
多様性に関する施

策の推進について喜乏移Υ斑莞尋詔握撃走与I慧襦ifど芋ξ
す。

開発で緑が失われていく中、質の良い緑をどう

保全し、更に回復させていくのでしょうか。

昨年 4月 1日 にネイチャーポジティブ宣言を

行ったつくば市の今後の取組を、以下伺います。

(1)推進体制と進行管理の中核を担 う(仮称 )
つくば市生物多様性ゼンターと、その事務局

の位置付けとなる、(仮称)つ くば市の生物多

様性に関する活動協議会の設置に向けた今後

の見通 し

(2)i自 然共生サイ トの登録促進に向けての取

組状況            ,
(3)自 然体験会の実施状況

(4)外来生物に対する取組

市長

担当部長

つくば市議会議員 小森谷 さやか  No.3

※ 一般質問を行 うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4
のとお り、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。


